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号外

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
大
口
・
多
頻
度
割
引
の
10
％
拡
充
措
置

従
来
Ｅ
Ｔ
Ｃ
搭
載
車
両
に
対
す
る
経
過
措
置
が
平
成
28
年
12
月
末
で
終
了
決
定

　

同
封
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
全
商

連
だ
よ
り
27
号
１
ペ
ー
ジ
に
て
、
Ｎ
Ｅ
Ｘ

Ｃ
Ｏ
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
カ
ー
ド
大

口
・
多
頻
度
割
引
の
従
来
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
搭
載

車
両
に
対
す
る
経
過
措
置
（
割
引
率
最
大

50
％
）
に
つ
い
て
掲
載
し
ま
し
た
。

　

全
商
連
だ
よ
り
制
作
完
了
後
の
９
月
29

日
、
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ 

３
社
か
ら
発
表
が
あ
り
、

こ
の
経
過
措
置
が
平
成
28
年
12
月
末
を
も

っ
て
終
了
す
る
こ
と
が
決
定
し
ま
し
た
の

で
全
商
連
だ
よ
り
号
外
を
発
行
し
ま
す
。

　

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ 
３
社
は
、
平
成
28
年
４
月

以
降
、
車
両
単
位
割
引
の
10
％
拡
充
措
置

に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
２
・
０
搭
載
車
両
に

限
り
適
用
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
経
過

措
置
と
し
て
、
従
来
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
搭
載
車
に

も
適
用
し
て
い
ま
し
た
。

　

９
月
29
日
、
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ 

３
社
か
ら
発

表
が
あ
り
、
従
来
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
載
器
搭
載

車
両
へ
の
経
過
措
置
は
12
月
末
で
終
了
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。【
表
1
】

　

Ｅ
Ｔ
Ｃ
２
・
０
車
載
器
搭
載
車
両
に
限
り

平
成
29
年
３
月
末
ま
で
拡
充
す
る
措
置
（
激

変
緩
和
措
置
）
が
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
拡
充
措
置
は
平
成
30
年
３
月

末
ま
で
１
年
延
長
す
る
予
定
で
す
（
８
月

24
日
閣
議
決
定
）。

従
来
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
載
器
搭
載
車
両
は

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
車
両
単
位
割
引
が

最
大
40
％
→
30
％
に
減
少

Ｅ
Ｔ
Ｃ
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
カ
ー
ド

利
用
者
は
早
急
に
Ｅ
Ｔ
Ｃ
２
・
０

車
載
器
導
入
の
検
討
が
必
要

　

こ
の
発
表
に
よ
り
、
従
来
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車

載
器
搭
載
車
両
を
お
持
ち
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
カ
ー
ド
ご
利
用
組
合
員
様
は
、

早
急
に
Ｅ
Ｔ
Ｃ
２
・
０
車
載
器
の
購
入
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
平
成
29
年
１

月
か
ら
は
割
引
が
10
％
減
る
こ
と
に
な
る

た
め
、
導
入
す
る
な
ら
ば
年
内
の
実
施
を

お
す
す
め
し
ま
す
。

　

ま
た
、
各
メ
ー
カ
ー
が
販
売
す
る
Ｅ
Ｔ

Ｃ
２
・
０
車
載
器
の
注
文
が
増
え
る
こ
と
も

想
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
検
討
を

お
願
い
し
ま
す
。
組
合
で
は
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
２
・

０
車
載
器
の
販
売
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

お
気
軽
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

大変重要
なご案内

です

～ETCコ
ーポレー

トカード
の割引率

変更～

【表2】 平成29年1月以降の割引額比較表 （単位：円）

1台／
月の利用額

ETC2.0
車載器
搭載車

従来のETC
車載器
搭載車

1カ月の差額
5台で利用の場合

1年間の
差額

30,000   7,000  4,500 2,500×5=12,500
×12= 150,000

50,000 15,000  10,500 4,500×5=22,500
×12= 270,000

80,000 27,000  19,500 7,500×5=37,500
×12= 450,000

その差に驚き！
ETC2.0車載器に変えるだけで、支払う高速料金に差が出ます。
12月末までに、車載器の入れ替えをお勧めいたします。

【表1】 車両単位割引率（高速道路・一般有料道路とも）

車両１台ごとの高速料金利用額／月
平成28年

12月末までの
割引率

平成29年
1月からの割引率

（ETC2.0搭載車）

5,000円を超え10,000円までの部分    20％    10％（20％）

10,000円を超え30,000円までの部分    30％    20％（30％）

30,000円を超える部分    40％    30％（40％）

割引率
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